
《ふれあい・いきいきサロンとは？》
自宅に閉じこもり気味だったり、ご近所の方とのお付き合いがなかったり、最近で
は地域でいつのまにか孤立している…という人も少なくありません。
「ふれあい・いきいきサロン」は、住民による住民のための「居場所」「交流の場」
として、顔なじみの輪を広げ、そこに住む人々がつながりを持てるような地域づく
りを目指す活動です。

《助成制度のご案内》
�札幌市社会福祉協議会では、1 回あたり 1,500 円、年48回（子育てのみのサロン
は年12回）を上限に助成を行っています。助成期間は5年を限度としています。

《主な助成要件》
　・参加人数：��5名（組）以上（このほかに地域ボランティアがいること）
　・開催回数：年10回以上（概ね月1回以上）
　・開催場所：�概ね定期的に同じ場所で開催すること�等

《ご相談・お問い合わせ》　清田区社会福祉協議会　電話 889-2491

ここが変更になりました。

「ふれあい・いきいきサロン」
助成制度の見直しについて

＼ お 知 ら せ ／

　身近な地域で、おしゃべりなどをしながら仲間づくりを行う集いの場（「ふれあ
い・いきいきサロン」）に対して、活動費を助成しています。
　このたび、助成制度が変更になりましたのでお知らせします。

〈助成制度の変更内容〉
○助成金額　　（現　行） 1回あたり 1,500 円
　　　　　　⇒（改正後） 1回あたり 1,000 円
　　　　　　※ 助成期間、助成上限回数、その他の助成要件は変更ありません

○対　　象　令和 2 年 4 月以降に助成開始する新規登録サロン
　　　　　　※  現在助成中のサロン及び令和 2 年 3 月までに登録し、助成開始

したサロンは、助成期間満了まで現行制度（1 回あたり 1,500 円）
を適用します
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毎月3日は 見守り訪問の日


